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こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
健
康
増
進
法
に
よ
り
栄
養
指
導
員
の
職
務
を
行
う
者
で
、
そ
の
関
係
条
文

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

健
康
増
進
法
抜
粋 

(

栄
養
指
導
員) 

第
十
九
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務(

同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業

務
に
つ
い
て
は
、
栄
養
指
導
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
行
う
者
と
し
て
、
医
師
又
は
管
理
栄
養
士
の
資

格
を
有
す
る
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
栄
養
指
導
員
を
命

ず
る
も
の
と
す
る
。 

(

立
入
検
査
等) 

第
二
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
栄
養
管
理
の
実
施
を

確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
給
食
施
設
の
設
置
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、

そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
栄
養
指
導
員
に
、
当
該
施
設
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く

は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
又
は
質
問
を
す
る
栄
養
指
導
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯

し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

  
 
 
 

写 
 
 
 
 

真 

写
真
面
及
び
指
導
員
の
証
面
に
は
、
所
属
庁
の
庁
印
を
押
す
も
の
と
す
る
。 

８
cm 

12cm 様
式
第
二
号(

第
十
条
関
係) 

 

第 
 

 

号 

 
 
 
 
 
 
 
 

所 

属 

庁 

氏 
 
 
 

名 

生
年
月
日 

栄 

養 

指 

導 

員 

の 

証 

 
令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

発 

行 

(

使
用
期
間
一
年)   


